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みなと銀行の概要 ①

設立 1949年9月

店舗数 約100ヵ店

本店所在地 兵庫県神戸市

資本金 399億円

総資産 4兆6,876億円

預金残高 3兆7,795億円

貸出金残高 2兆9,552億円

（2022年3月時点）

無断転載禁止
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みなと銀行の概要 ②

• 店舗MAP

兵庫県

約100ヵ店

東京

大阪

無断転載禁止

経営理念
『地域のみなさまと共に歩みます』
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みなと銀行の概要 ③ 地域戦略部の取組

無断転載禁止

兵庫県の『県民銀行』として強みを生かした、人口減少問題に対応するための地方創生の取組み
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みなと銀行が運営するアトツギ向けプログラム

“SENJIN” みなと会アトツギ創出支援プログラム
実施：株式会社みなと銀行 みなと会
運営：株式会社みなと銀行 地域戦略部、一般社団法人ベンチャー型事業承継

無断転載禁止

“HOJO” ひょうごベンチャー型事業承継プログラム
実施：兵庫県
運営：株式会社みなと銀行、一般社団法人ベンチャー型事業承継
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SENJINプログラムについて



SENJINプログラムとは

S E N J I N プログラム

先陣を切って一歩踏み出すための「”決意（想い）”と”武器（構想）”」

を手に入れること」により、5年後・10年後の家業を見据えてアイデアの

創発・具体化を集中支援するアトツギに特化した、

約9カ月間の新事業創出プログラム

無断転載禁止
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SENJINプログラムの概要

プログラム名
S E N J I N

みなと会アトツギ新事業創出プログラム

目 的
参加者全員がアトツギとして1歩を踏み出すための

「決意」と「武器」を手に入れること

M I S S I O N

地域の中小企業の後継候補が考える新規事業を地域に根ざす

みなと銀行が伴走支援し、地域を代表するロールモデルを輩出

することで、後に続く若い世代の意識を変えていく

プログラム期間 2 0 2 3年 7月 1 4日～ 2 0 2 4年 3月 ( 9ヶ月 )

主 催 みなと銀行みなと会

運 営 みなと銀行地域戦略部 /  ベンチャー型事業承継

無断転載禁止
6



SENJINプログラムの特徴

2 多様な関係者の巻き込み

●みなと銀行地域戦略部による専任に加えて、アトツギ支援専門機関が事務局としてサポート。

●全国の先輩アトツギ経営者も交え、参加者を支援。
各社の事業内容等に沿った個別支援を行い、事業づくりに徹底的にコミット。

1各社の事業内容に応じた伴走支援

●みなと銀行のお客さまを中心としたみなとアトツギコミュニティを構築。

●全国のアトツギたちと切磋琢磨しあえる環境を設定し、アトツギがチャレンジしやすい
風土・文化を形成。

無断転載禁止
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プログラムの対象者

● みなと会に所属する企業の概ね39歳以下の家業の後継候補者

● 本プログラムの全日程に参加可能な方

● 家業を承継しつつ、既存の事業とは違い新たに事業を始めようとする

意志のある方

● 家業や新事業に対する熱意を持った方

無断転載禁止
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SENJINプログラムのスケジュール

無断転載禁止
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みなとアトツギコミュニティ
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主 催

運 営

HOJOプログラムについて



「HOJO」プログラムとは

アトツギによる未来の会社の収益の柱となる新しいビジネスの種を撒くプ
ログラムとして、五穀豊穣（ＨＯＪＯ）のごとく、ひょうご五国の未来に
実りをもたらすアトツギの挑戦を応援します！

5年後、10年後の会社を見据えて新たな挑戦に踏み出そうとしている
「アトツギ（後継者・後継予定者）」に特化した約9か月間の伴走型の
新規事業開発支援プログラムです。

会社の強みを見極め、アイデアを実践に移す中で、自分自身が熱狂でき
るビジネスに進化させていくプロセスを、さまざまなスタイルで徹底的に
伴走支援を行います。

無断転載禁止
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HOJOプログラムのスケジュール

伴

走

支

援

無断転載禁止
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HOJOプログラムの対象者

■ 兵庫県に本社を構える企業の39歳以下の後継者・後継予定者

■ 本プログラムの全日程に参加可能な方

■新たな市場への参入や新規事業に向けたアイデアをお持ちの方

無断転載禁止
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HOJOプログラムの採択者

無断転載禁止
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HOJOプログラムの特徴①
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HOJOプログラムの特徴②

井上 賢一

1992年広島大学卒業、(株)リクルート
入社人事部、HR領域、起業支援事業に
従事。
2015年より(株)リクルートキャリア
執行役員に就任。
2021年(株)フェローシップに副社長
としてジョイン。
京都府文化ベンチャーコンペティション
立ち上げメンバー、国土交通省観光投資
研究会委員。

鈴木 正靖

燈友法律事務所 代表パートナー弁護士
ニューヨーク州・イリノイ州弁護士

京都大学法科大学院卒業後、国内最大手
西村あさひ法律事務所にて上場企業等の
M&Aや戦略法務等に従事。
自身も中小企業のアトツギであったこと
からアトツギ支援に情熱を注ぐ。
弁護士の枠を超えた行動力や視野の広さ
に定評がある。

墨 俊希

同志社大学卒、アクセンチュア(株)に
入社しDX戦略、新規サービス開発等の
コンサルティング業務に従事。
(一社)ベンチャー型事業承継に参画し、
自身もアトツギであることから同目線
での支援を実施中。
現在は早稲田大学ビジネススクール
(MBA)
に進学。得意領域はイノベーション、
DX、EC、デザイン思考など。
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HOJOプログラムの特徴③ 補助金

【対象者】

本プログラムに参加する者

【対象経費】

本プログラムで具体化したビジネスプランに基づく
プロトタイプ開発・実証実験に要する以下の経費

【補助率】

対象経費の2分の１以内

【対象期間】

令和5年7月21日(金)～
令和5年12月28日(木)まで

【手続きの流れ】

①交付申請期日・・・令和5年9月29日(金)
②実績報告期日・・・令和6年1月31日(水)

※詳細はプログラム採択者に対して別途案内します。

【補助(限度)額】

上限150万円／者

経費項目 内容

旅費
現地調査、打合せ、会議、セミナー、実証実験等の

国内出張に要する経費

会議費
打合せ、会議、セミナー等の開催等に要する経費

（会場借料、機材借料、講師謝金、受講料等）

使用料 機械器具等のレンタル・リース等に要する経費

備品・資材購入費 機械装置・システム装置、資材・部品等の購入に要する経費

需用費

本事業に必要な物品であり、備品・資材購入費に属さない

ものの購入に要する経費

（当該事業のみで使用されることが確認できるものに限る）

外注・委託費
試験検査、市場調査、デザイン、システム開発、

ＷＥＢサイト制作等の外注・委託に要する経費

通信運搬費
本事業に直接必要な物品の運搬、データの送受信等の

通信・電話料等に要する経費

補助員人件費 本事業の実施に必要な補助員（アルバイト等）に要する経費

その他諸経費
その他必要性が特定・確認できるものであって、

他のいずれの区分にも属さない経費
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ご清聴、ありがとうございました。

【お問い合わせ先】
株式会社みなと銀行 地域戦略部 河田
Tel：078-333-3235
mail：kawata-kento@minatobk.co.jp


